








全労済は、お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、
お客さまに関する情報を収集させていただいています。これらお客さまの個人
情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払
いに関する業務に利用します。あわせて、保障に関する情報のご提供、全労
済の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させ
ていただきます。 
また、全労済は（社）生命保険協会、（社）生命保険協会加盟の各生命保険
会社、全国共済農業協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合
連合会（以下「各生命保険会社等」といいます。）とともに、お支払いの判断ま
たは保険契約もしくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除
もしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます。）の参考とするこ
とを目的として、当会を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関
する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用
しております。 
共済金のご請求があった場合や、これらに係わる共済事故が発生した場合に、
「支払査定時照会制度」にもとづき、（1）被共済者の氏名、生年月日、性別、
住所　（2）共済事故発生日、死亡日、入院・退院日、対象となる共済事故　 
（3）共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者と
の続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金
額、給付金日額、各特約内容、共済掛金および払込方法等の全部または一部
について、（社）生命保険協会を通じて、照会をなし、他の各生命保険会社等
からの情報提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報
を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払
い等の判断の参考とするため利用されることがあります。 
※個人情報の取り扱いに関する詳細は 
　全労済ホームページ（http://www.zenrosai.coop）をご参照ください。 

1.苦情のお申し出先について 
全労済では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、より
ご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設し
ております。 
苦情は、受付専用窓口の「全労済 お客様相談室」へご相談ください。
なお、全労済ホームページでも受け付けしております。  

専用フリーダイヤル　0120-603-180 
受付時間　　　　  9：00～17：00（土・日・祝日除く）  
ホームページ　　　 http://www.zenrosai.coop  
 
2.異議の申し立てについて 
2007年10月1日より、異議申し立ての手続きを改善しました。  
全労済の対応に納得のいくような解決ができなかった場合は、中立的
な第三者機関である「（社）日本共済協会 共済相談所」をご利用いた
だくことができます。 
日本共済協会では、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。 

電　　話　03-5368-5757 
受付時間　9：00～12：00 / 13：00～17：00（土・日・祝日除く） 

※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりま
　せん。 

　全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められてい
る共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資
産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 
　全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情
報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関
連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報につい
て厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めて
います（※詳しくは各都道府県の全労済にお問い合わせください）。 
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組合員の資格 
第６条　この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合

員となることができる。 
　２　　この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業

を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、
この組合の組合員となることができる。 

届出の義務 
第９条　組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若

しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に
届け出なければならない。 

自由脱退 
第10条　組合員は、事業年度の末日の９０日前までにこの組合に予告

し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 
　２　　この組合は、組合員が第９条に定める住所の変更届を２年

間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理
事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにお
いて当該組合員は脱退するものとする。 

　３　　前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとす
るときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以
上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の
変更届出の催告をしなければならない。 

　４　　第２項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、そ
の結果について総代会に報告するものとする。 

法定脱退 
第11条　組合員は、次の事由によって脱退する。 
（1） 組合員たる資格の喪失 
（2） 死亡 
（3） 除名 

除名 
第12条　この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するとき

は、総代会の議決によって、除名することができる。 
（1） ３年間この組合の事業を利用しないとき 
（2） この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたと

き 
　２　　前項の場合において、この組合は、総代会に会日の５日前ま

でに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代
会において弁明する機会を与えなければならない。 

　３　　この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員
に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。 

定款・組合員及び出資金に関する条文抜粋 

都道府県労働者共済生活協同組合定款 


